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（訂正）過年度決算短信の一部訂正について 
 

 
 過去に開示いたしました過年度の決算短信（連結・米国会計基準）並びに中間決算短信（

米国会計基準）に一部訂正すべき事項がありましたので、下記の通り訂正いたします。 
 
訂正理由 
 当社の社外監査役として記載しておりました監査役岡部弘および同石川忠司は、当社子会

締役に就任していたことが判りましたので訂正を行うものです。 
 
訂正対象 
１．平成 16年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） （開示日：平成 15年 11月
２．平成 16年 3月期 決算短信（連結・米国会計基準）   （開示日：平成 16年 5月
３．平成 17年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） （開示日：平成 16年 11月
４．平成 17年 3月期 決算短信（連結・米国会計基準）   （開示日：平成 17年 5月
５．平成 18年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） （開示日：平成 17年 11月
 
なお、訂正箇所は下線で表示しております。 

 
記 
 

１．平成 16年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） 
 
 連結４ページ ４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実

 
 （訂正前） 
  （前略） 
   なお、平成 15 年 6 月の定時株主総会を経て、取締役数のスリム化、常務役員（非取
の新設、社外監査役の増員等を含む新たな経営制度を導入いたしました。 
  （後略） 
 
 （訂正後） 
  （前略） 
なお、平成 15 年 6 月の定時株主総会を経て、取締役数のスリム化、常務役員（非取
の新設等を含む新たな経営制度を導入いたしました。 
  （後略） 
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２．平成 16年 3月期 決算短信（連結・米国会計基準） 
 
 連結４ページ ４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
 
 （訂正前） 
  （前略） 
   経営を監視する仕組みとして、当社は、日本の商法に基づく監査役制度を採用しています。

企業行動の透明性を確保するため、昨年の定時株主総会において社外監査役の増員を行い、監

査役 7名中 4名が社外監査役となりました。 
  （後略） 
 
 （訂正後） 
  （前略） 
   経営を監視する仕組みとして、当社は、日本の商法に基づく監査役制度を採用しており、社

外監査役を含む 7名の監査役が監査を実施しています。 
  （後略） 
 
 
３．平成 17年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） 
 
 連結４ページ ４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
 
 （訂正前） 
  （前略） 
   適正な経営を確保する仕組みとして、当社は、日本の商法に基づく監査役制度を採用してい

ます。企業行動の透明性を一層担保するため、平成 15 年 6 月の定時株主総会において社外監
査役の増員を行い、監査役 7名中 4名が社外監査役となりました。 

  （後略） 
 
 （訂正後） 
  （前略） 
   適正な経営を確保する仕組みとして、当社は、日本の商法に基づく監査役制度を採用してお

り、社外監査役を含む 7名の監査役が監査を実施しています。 
  （後略） 



 
４．平成 17年 3月期 決算短信（連結・米国会計基準） 
 
 連結４ページ ４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
 
 （訂正前） 
  （前略） 
   当社では、監査役制度を採用しており、監査役 7名中過半数の 4名を社外監査役とすること
で、企業行動の透明性を一層高めています。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針および

実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレートガバナンスの一翼を担っています。  
  （後略） 
 
 （訂正後） 
  （前略） 
   当社では、監査役制度を採用しており、社外監査役を含む 7名の監査役が監査役会で定めた
監査の方針および実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレートガバナンスの一翼を担っ

ています。 
  （後略） 
 
 
５．平成 18年 3月期 中間決算短信（連結・米国会計基準） 
 
 連結４ページ ４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
 
 （訂正前） 
  （前略） 
   当社では、監査役制度を採用しており、監査役 7名中過半数の 4名を社外監査役とすること
で、企業行動の透明性を一層高めています。各監査役は、監査役会で定めた監査の方針および

実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレートガバナンスの一翼を担っています。  
  （後略） 
 
 （訂正後） 
  （前略） 
   当社では、監査役制度を採用しており、社外監査役を含む 7名の監査役が監査役会で定めた
監査の方針および実施計画に従って監査活動を実施し、コーポレートガバナンスの一翼を担っ

ています。 
  （後略） 

以 上 


